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ID 1024034　■問園田地域課☎ 6491－ 2361■FAX 6491 － 2364
園田東生涯学習プラザ・園田庁舎が移転します
4月1日、旧尼崎東高校跡地に新施設がオープン！

4月1日、新園田東生涯学習プラザ（食満５丁目８－ 46）
がオープンします。
現在の園田東生涯学習プラザと園田庁舎は複合施設とな
り、新施設に移転（右地図参照）し、引き続き貸室
業務や地域振興業務などを行います。貸室の使用
料は新料金（右記QRコード参照）となります。
なお、電話・ファクス番号に変更はありません。
園田地区の保健福祉申請受付窓口が移転します
ID 1024064
４月1日から新園田東生涯学習プラザに保健福祉申請受
付窓口が移転します。

なお、電話・ファクス番号に変更はありません。■問南部
福祉相談支援課☎6415－6279■FAX 6430－6807。

山陽新幹線

阪急神戸線

近
松
線

藻
川
藻
川

園和小学校

尼崎双星高校
園田駅

園田西
生涯学習
プラザ

N

園田東
生涯学習
プラザ

園田
庁舎 中食満

公園
バ
ス
停
バ
ス
停

「
園
田
公
民
館
」

「
園
田
公
民
館
」

バ
ス
停

「
園
田
公
民
館
」

園
田
橋
線

食満
通り

宮園橋

現在の園田東生涯学習プラザ・
園田庁舎・保健福祉申請受付
窓口は、新施設に移転します

新施設

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

園田地区会館まつり
３月13日㈯・14日㈰午前10時～午後4時、現
在の園田東生涯学習プラザで、登録グループの作品
展示や発表（14日のみ）を。■申不要■問同プラザ☎
6493－ 0140■FAX 6494－9939■休水曜日。
ありがとう！ さよなら園田地区会館　
ID 1024059
３月27日㈯午前10時～午後３時、現在の園田東
生涯学習プラザで、舞台発表や展示などを。申し込
みが必要なものは次の通り。
◆窓をキャンバスにありがとうの絵を描こう！　
午前 10時～ 11 時 30 分。■対小学生以下の人と保
護者■先 10 組。

◆さようならライブ・パフォーマンス 午後1時
30分～3時。■先 150人。
いずれも■申３月4日から直接か電話、ファクス（氏
名、電話番号、年齢を書いて）で同プラザ☎6493－
0140■FAX 6494－9939■休水曜日。
そのほかにも、花びらのカードにメッセージを書
いてもらう「みんなの思い出ツリー」や、地区会館
まつりの思い出の品を展示した「地区会館思い出カ
フェ」（いずれも■申不要）な
ど、市民企画委員の皆さ
んを中心に、楽しいイベ
ントを企画しました。ぜ
ひお越しください。
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更新手続きを忘れずに
福祉タクシーチケットなど

ID 1015553　■問①②障害福祉課☎ 6489－ 6397 ■FAX 6489 － 6351③高齢介護課☎ 6489－ 6356 ■FAX 6489 － 6528
現在お持ちの福祉タクシーチケット・リフト付自動車派
遣登録者証・高齢者移送サービスチケットの有効期限は３
月 31日ですので、更新手続きをお願いします。
バス乗車証やチケットなどのうち、交付は１種類のみで
す。
■対市内在住で、それぞれ次の条件を満たす在宅の人。
①福祉タクシーチケット　視覚障害者（児）・肢体障害者

（児）の１・２級、内部障害者（児）１級（ただし、肝臓機能
障害は１・２級）、知的障害者（児）Ａ判定。
②リフト付自動車派遣登録者証　肢体障害者（児）１・２
級、内部障害者（児 )１級（ただし、肝臓機能障害は１・２
級）。
③高齢者移送サービスチケット　65歳以上で介護保険

制度の要介護認定４か５。
■申３月 11日～ 18日に現在お持ちのチケットや登録者
証と印鑑のほか、 ▽身体障害者手帳 ▽療育手帳 ▽介護保険
被保険者証──のうち、いずれかの対象に該当するものを
持って直接南北福祉相談支援課。新規の交付申請も同じ場
所で受け付けています。３月 19日以降も随時更新申請を
受け付けます。
各地区保健・福祉申請受付窓口では申請受け付けのみを
行い、チケットを 3月中に簡易書留で送付します（３月
19日以降の申請の場合は 4月以降）。
①～③の対象ではなくなった人で、高齢者・障害者等バ
ス乗車証を希望する人は■申 3 月 11日～ 18日に■問福祉課
☎ 6489－ 6348 ■FAX 6489 － 6329。

新受給者証を送付します
乳幼児等医療費受給者証

ID 1015829　■問福祉医療課☎ 6489－ 6359 ■FAX 6489 － 6398　
乳幼児等医療を受給している人のうち、現在、次の条件
を満たす人は、４月から別の受給者証に移行します。
小学 3年生（平成 23年４月２日～ 24年４月１日生まれ
の人）
こども医療へ移行。
平成 26年４月２日～ 27年４月１日生まれの人
乳幼児等医療の「外来・入院とも負担なし」から乳幼児
等医療か障害者医療、母子家庭等医療の「外来負担あり・
入院負担なし」へ移行。
現在お持ちの受給者証の有効期限は、３月 31日です。
４月以降も受給資格のある人には、３月下旬に受給者証（有

効期間４月～６月）を送付します。４月以降は新しい受給
者証をお使いください。
いずれも■申不要。
なお、新小学１年生で乳幼児等医療の「外来・入院とも
負担あり」の人は、４月～６月は助成対象外ですので、新
しい受給者証を送付しません。
ただし、７月以降については昨
年中の所得額によって受給資格を
取得できる場合がありますので、
６月 21 日以降に福祉医療課へお
問い合わせください。

届け出を忘れずに
国民健康保険

ID 1015480　■問国保年金課①②☎ 6489－ 6423③☎ 6489－ 6434④☎ 6489－ 6420 ■FAX 6489 － 4811
①加入・脱退・変更の手続き　
加入・脱退・変更の手続きが必要な事由が発生した場
合、その日から 14 日以内に世帯主が届け出をしてくだ
さい。
②納付義務者
国民健康保険は住民票の世帯単位で加入し、世帯主が保
険料の納付義務者となります。世帯主が職場の健康保険な
どに加入しており、国民健康保険に加入していない場合で
も、世帯員が加入していれば、世帯主が納付義務者になり
ます。このため、納付書などの国民健康保険に関する通知
は世帯主宛てに送られます。

③納付は口座振替で　
保険料の納付は口座振替が原則です。まだ口座振替を利
用していない人は、簡単に手続きできる「ペイジー口座振
替受付サービス」をご利用ください。ただし、一部取り扱
いできない金融機関やキャッシュカードがあります。
なお、金融機関でも口座振替の手続きはできます（保険
証と通帳、届出印が必要）。
④肩凝りなどの柔道整復施術は保険の適用外
柔道整復施術で保険が適用されるのは、外傷性骨折（急
性か回復期）や脱臼、打

だ

撲
ぼく

、捻挫の場合です。肩凝りなど
の慢性病の施術は、全額自己負担となります。
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